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2006年 10月1白より，高齢者の自己

負担割合が変更されていますが.処方

せんの記載方法について蛮更はあるのでしょうか。

(匿名希望)

高齢受給者または老人医療受給対象fi'の

忠者・については，処ブiせんの備考欄に，

「尚9J または「高7J とし寸記号が記載されます。

位脱保I)Y!法などが一斉f¥改正され， 2006 {I三10)'J1し|

より，:l}.I.役 .ÌI::みの)Yí'1~} を有する 70):茂以 l二の山j齢者の

-';~í:IS負 4F(削合についてはP これまでの 2訓から 3 ~JfIJへ

と引きJ'，げられています。これに制旬、，キ台小J;liリイTカt8

訓であることを表す「市 8J という記号はJ~1i止され，

現存は，給付制合が9割(自己負担割合がl剖)の忠者

のj事j合には li合Ij9J，給付制合が7 剖 (自己負担'I~~:IJ 合が

3 i1flJ)の忠者の場合には「高7J という記号が，処方

せんの11111考fl~，jに記il設されることになっています(表1) 。

調剤報酬請求書や調剤報酬明細・の様

式が蛮更されたと聞きました。旧様式

のものは使用できないのでしょうか。(匿名希望)

2006 イ|三 10 1"1 II-H以降のf~~険制斉IJ分であっ

ても， 当分の11¥1， 11ゴ株式の調方IJ報酬がj';Jと

調剤をしていて疑問に恩ったこと.

て官 医師または患者さんに聞かれて困ったこと司
〆F、 -
ー 〆h 医師に疑義照会して対応したが

' いま一つ納得できないこと，ありませんか?

皆さんの疑問に各分野の専専門家がお答えいたします.

ご質問をお寄せください。

「質問の募集」要項は46頁にあります。

なお，回答は本誌に掲載することによってのみ行います。

電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

また，特殊なケースの質問は

採用されないこともありますので予めご了承ください。

表1 処方せんの記載上の注意事項について
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~'1 5 処JJせんの，ic戦 1'，のI1・志'lfJ(i
8 r6m考」欄について
(4) 3，;Udi尚の忠者のJ品作は r:，~証」 と J:jillil受給r'i又はE人|民指針
ti:k{j対象什Eあって9}IIIM;(-jの忠一行のJ訪介はr，:古91と II.J曲目受
給r'í 又 ij: ~人 l医療受給対象-r'í であ っ て 7m給付の J必r'í'の場合 は
r;::j7 と記載1ることの

※ r ~ i， 1/;~似酬の官rjじJii1:の :1日l 定ぜf I 二 11 う実』ι|ーの tYi 必A(J)'~につ いて J
与の ' i'ij;~~ jl'につい て (2006q三日月29111民l主党第0929002月 )'/.'1， 
労働省 I~~I喚問 j~Hr，W~ J官通知 1) より政粋(""1:総は該 、"1 部分}

:;ti・および訓斉Ij報酬IY1制性 を取り締って使用すること

ができます。

王J~役並みのrijr得をチIーする 70 歳以よ.の高齢者の一部

負担ti司令が， 21flJから 3i!flJに引き上げられたことに伴

い，ほんの利i分ですが，制剤報酬m~J求書および問

弁IJ 械酬|川中/11守口ーの様式が改 ïl~ されました。具体的には，

刑剤報酬RiV求-.-1:iにおいては， 18制」という部分が 17

引JJに，1八割」という部分が「じ制」に変見され，

調剤報酬IYJ制約:においては， 10 向外8J とU寸部分

が 10 i'，')J外7J に変克されています。

ただし， 当分の!日1は， 1従来の様式を取り総って使

J日することができる」とされていますので，速やか

に新線式にX-j-J，ιできない:fll"~ll がある場合には， 10 JJ 1 
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表2 調剤報酬請求書および調剤報酬明細書の様式について
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V その他の'1刈1
2 ，'，l分の11¥1. VU~の隊式を取り締って使川する三 と ができるもの

であること吟ただし.特段O;.!j，1i'jがない限りAやかに己主[1:1去の械
式を111¥、ること@

ヨ rWj'~の給i ・1 . 'If;人 ItW 及び公 t~f'l州l民械に附する代111の，I，'I;/<Iこ
|員lする行令のー却をL'l(iF.する杵令J(‘".成11¥;r.)WI:，:i;'働H令:;j'¥(泣け)
に よる cbE liiiの段式により市iボ{州科目会総惚附~に係る，山ボをF~1 く .) 

を11'うJ品fv-千J北11liJ'-4 11の診政軒I州点数表のcl，:，1:により新たに
，1e ，l \kが必~(となる '1刈iについては目~l([1'.後の記載21.f)同!rこよること。

また r f也};jU~険法施行J世 llil平i: の・均;をt)\(11ーする省令J(、ド h~18:ド

1'/ '1:.労働術令~) 1!l7 ~J-) による cl，: iEïiîiの傑式により ，1，'j;g を íiう幼イト
、 l ' 成 1 1\午 lOJI の i辿保保険法及び，:主抑制酬}~.(数ぷの改百:により新た

に，k~1肢が必1l~ となる ' l i lJ.'iについては. L'l(iF.iをのi記載111智1による二と.

※ri1全保報酬のsI:定プ'jiJ、0):111定等に 11\ う :~胞 1.の i}7広 'lf lJ.' jについて j

~:の (~~己主 11:について (2006;1'， 9 )'129 11 j以1t.1tおmWJ002汀，N'I 
労働行l以l喚問医療，課長通知)より抜粋CI、紙!は該当部分)

Q H叫叫以凶山[;伽阿滑符初附r年初州.刀の州f似保側z呆別別;日山ド附l， 川刷jして保険詰求することが可能です(表2剖)。
A 

高額長期疾病による患者については，

調剤報酬明細書の記載方法はどのよう

に褒更されたのですか。(匿名希望)

高額長期疾病による患者のうち，自己負

担限度額 10，000円を超えた忠者の場合は

「長J，1司己負担限度額20，000[TJを超えた忠者の場合

は「長2Jという記号を，、言mJ斉IJ報酬明細管の特記事境

捌に記載します。

f主j吉医療養費の基準相(I~I 己負担限度額)については，

低所得者に配l長しつつ，賞与を合む報酬総額に見合っ

た水準になるものとして引き上げが行われました。

また，人二L透析などの高額長期疾病による忠者のう

ら， -'二位所得者については，自己負担限度組がこれ

までの 10，000円から20、ooo[JJに引き上げられました。

これに伴い， 調完IJ報酬明紺11舎の記載方法も一部改

正され， 高額長期疾病にかかる特定疾病療養受療証

を提示した，也者のうち，自己負担限度額である

ミヘ宅-1'-=.J----.l，

~Ii==- D~ヘ\
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表3高額長期疾病にかかる調剤報酬明細書への記載について
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I¥' 訓?i'1 科1 ft冊目的ポ ， 1~ ):!l..ぴ，~~ J刊 朝J 再Ifl llll相11-，'[-に l到する 判l'i

ヨ~2 訓剤現l州1川知!"の記載。JUfi

2 訓刑判lMilifl羽11.'1に1¥¥1・fる'I(耳l
(3!月)その他

ア 尚古iHl毛IUll矢偏に係るt1f')とlj!奇jjl，tj:~受 Il.i "，E を ~)M'，し た .IJ.\.i行の (J{

判部品:，ftlW~似妙、Tムb色村令 ;ì42条首: (j J'(j 昔\ 1 り又 /1 1古川i~~ 2 ~} に

刈注す る -Ji:M! を必え たJ!.}{~にあっては [特‘;L'IHI'U附に それ
ぞれ f長|又(j:r 1三 2J と à~\1止すること
ただし/J.¥首が特定IH，"iI!，;:j!f受II，Ud:O){珪 (PI を ií" っ た ~~ti_， )!~ 

にI¥HliI~f~険 ìl: Jíi!i T J' 令 首5/1 2 条 ~j6Jl'i :i'i1 ~;-メは|υllji~2 ~1' に!:Q定す

る金制を必えて受wしているU，}{}であって，l}(物~{i f .J 'ftするこ

とがl付悦な}!/}介を除くこと.

* r ~~ It.\報酬の \1:花 :/j訟の制定等にwう%施」のW/j'{J;'hJTIについてj
~'i-0) -" ，'ffku.( iFについて(2()OG:1'-911 ~911 保l再発か(0929002 勾 1'/'1'. 

'ì'，'働白 j~H:iíi1. J 1 ~ jJì. ，司:l~通知)より I，H:~( i"線はJ主iJ'u'ff;jj)

10.000 j1 1 を超えたl~合には「長:J，自己負担限度制で

ある 20.000刊を超えた場令には「民2Jという記守を，

捌斉IJ報酬明記llJi!}の特記事項欄に記載することになり

ます(表3)。

注射薬に闘する調剤報酬明細書の記載

事項も蜜更されたと聞きましたが，本

当ですか。(匿名希望)

健康保険法などの一部改正にi直接関係す

ることではありませんがp 注射薬にかか

る調斉IJ報酬明細1¥古ーの記郡内容についても変更されて

います。

調斉IJ報酬明紺i語:の記載において.注射誌について

は， 2006:f!三4)'J1日の制剤報酬改定に伴い，用法とし

て11司当たりの使削単位まで記載することとなってい

ました。し治、し， 2006年 10月 IIヨより施行されてい

る健康保険法などの一部改iEに合わせて，注射柴の

使用単位については省略できるものとして筒紫化が

凶られました(表的。

ただし，当該措置については， 2006年 10月 IIこ|以

降の保険間斉IJ分より適用になりますので注意してく

ださい。

表4 注射薬のレセプ卜記厳方法について

f珍if.~骨i仰ff ，{，'j ;ド Ji.3 のJL ・IlX~~ìÍl~耳についてJ(197凸:I'，8H7 111'f~険常者j i\2
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1¥' ，~1 i判 明{仰ft ， ìl'j)ド:作反ひ1側刑判i附fflり l制 1I ，'}(こ 1\\1する ' 1川i
;~\2 ，ÜI判，)骨i酬i~1割 11 ;時の記載 ';J(刷

2 ，~1 ，判司l酬1111判I/， 'íに i型lす る ' liJl!i
(2:':) r処万J聞について
ア 所定 ììi-! ，i'( 1何lHiタ'! (μ!F( :ι.~~:.沿z薬及び 'dfU与を除く .1;1，ト
liilじ。)及び 4 包fUl'にあって11I 川 1 1 1 分， 1) ，/JI/lI ll i尚，~'I 屯llli
:草J，;-)uft:m. q;}-~~ . i f 身 ，l ðt.u.Æび外 IIH~にあっ てほし制i司 l 分) ご

とにf制制したIk集品れ， lIl¥，({内)j日却Jについては， II.IIH1，t， 
1̂llJUJlli尚制。il:tj十-!S1f<ぴ外1-11却については f~;~~令~f，t ，必l脱
却jについては11"1川¥It&.ひ:ri柴?:~J _t) 剤形 I~ ぴ!l J ì.tUJ射抵2
，If< !f外)fI ~に ついては， í'î冊目して )，';し支え な [ 、 . 安全苧手持半
-lIi'I昭一ーでJ ・ M=I ・ "*4・'ム ~コ~二 ;;)を ，!L.\白し ， ;j:のij-
とのI!Hを紘!でlえ:t;JJるニと。
令話帳粉砕
#捕特

ζ=ミLι~.正~Oλ~~一_U!ム

ιよみ~ふ品...... ..4-ムー---..ol.ん，~斗ιιふ

W，ト.約附}

※ rJ~ ~~~ rfl酬の Pí江Ml，の制定~iì' に\'1'- う 桃胞 1:の {'nl:t: ・\fJl:i について j
等の-- :'~;C'1 1 1 について { 2ùO(; :1 ・ 9n 2HIII~H矢先事J()似!I002 ，，'， I!/ ~I・
'Ïí-仰~ût~~険 J.~1IさUf，(i~ N: 泊1JI l より仙件 ( ド科!は ìD. JMi11; う1 ー ir( l l~ i打

線はl'i111泳部分1

領収証の様式も蛮更されたと聞きまし

た。どのように蛮更されたのですか。

(匿名希望)

「特定療養費」という部分が「保険外科1・

月H架設費J~こ変更されています。

2006 {f. 10 j-J I 1:1 iから施行されている健康保険法の

ーー部改正において，特定療養費がI~~ I卜.され， r保険外
fjj:f.I:J療養費jが新たに創設されました。これに伴い，

厚生労働省が示 した領収証の標準様式のうち， r旬以食
外負担uという項目の「選定療養待;Jという部分が
「保険外併用療養費J という表;J}~に変更されています

(表5)。
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表5調剤報酬の領収証について

nXl!.('('(のI'-riiの分かるiili収，IlEの交付についてJ(200fi ( 1".3 月 6 1 1 1呆発寄\03()(i()(J~ り )

機式3(被粋)

保険外

負担

変 更 前

一一歩 保険外

負担

変更 後

-E珂~:Jjl;~I~;官軍罫ヨ・・・・・lR1配置・・・

0'.也u一一一一一二一一ーーーより竺ち)

※ n足旅行の1" 1容の分かる í，fiJI~~IEの交付 について J て与の 治改 11:につtγ(' (;!O()(j"l・!)11291:1 f米1UiII0929004 1;. J ・/ ' J 労働行保険防長jillj~ I ) より抜粋


